
自主整備事例 

道路境界線を示す

伸縮目地等 

道路境界線を示す
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コンクリート 

舗装など  

後退くい 

《建築敷地》 

 

《後退用地》 

 

『『後後退退くくいい等等』』ののううちち方方  

 

・後退くい等は敷地内に設置してください。（矢印の先は道路側に向けてください） 
※道路内に設置しないでください。 

 

後退くい等を設置し、後退線を明示してください。  

後退線の明示は、区の支給する後退くい以外に、既存の境界石等の保全、  

新たに設置する金属標、金属鋲、プラスチック杭、コンクリート杭、  

石杭又は目地もしくは見切り材等で示してください。  

 

隣地境界や隅切り及び折れ点のポイント（点）の隣に設置します。  

境界石等がある場合は、できるだけその直近に設置してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

または 

折れ点がある場合 
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または 

隅切りがある場合 

隅切り・折れ点に 

境界石等がある場合 
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道路終端線 

：既存道路 

：後退用地部分 

：敷地内 
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通行に支障があ
る場合、側面は
埋め込んでよい 

4,000 

後退くい等を設置する方や自主整備完了届
の提出を担当する方へ、このチラシを引き継
ぐようお願いいたします。 

R7.4更新 

上面と側面が
見えるように
設置 
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民民境界石 

道路境界線 

区支給の後退くいは黄色い部分を

出して敷地内に設置してください。 

※通行に支障がある場合は 

上面のみ見えるように 

設置してください。 


